
売却ガイドブック



エダ住宅はスムーズな売却をサポートします︕

※仲介手数料の半金をお支払いいた
　だきます。 ※仲介手数料の残りの半金をお支払い

　いただきます。
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「

売却に関する様々な疑問点、不安など、

どんな小さなことでもお聞かせください。

［ 売却動機・希望条件など ］ 

1 ．ご相談内容

口相場（売れる価格）を知りたい

口手続き全般を知りたい

口販売方法を知りたい

口必要経費を知りたい

2 ．なぜ、今ご売却をお考えですか？

口買換えのため

口相続などによる資産売却のため

□その他（転勤、資金化など）

3 ．いつまでにご売却を完了

（お引越し）したいですか？

口できるだけ早くしたい

口●年●月までにしたい

□特にまだ決まっていない 他

4 ．売却価格に関する

ご希望はありますか？

口時間をかけず売れる価格で売り出したい

口手取りで●●●万円は確保したい

参考） ロ ーンの残債金額

万円（ 年 月 日現在）

口具体的な金額はイメ ー ジしていない他

5 ．どのような方法で売却したいですか？

口周囲に知られないように販売したい

口売却の時期よりも価格を重視したい

口価格よりも売却の時期を重視したい 他

6 ．その他
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売却に関する様々な疑問点、不安など、
どんな小さなことでもお聞きください。

』閲i·
売却時には、諸費用がかかります。 ●売買代金と手取額の計算

●売却にかかる主な諸費用

印紙税
所得税、住民税（譲渡益があるとき）
仲介手数料にかかる消費税

売却価格が 400万以上の場合、成約価格x3%+6万（上限）

抵当権の抹消費用
司法書士への報酬

引っ越し費用、残饂物処理費用
測量・建物解体費用等（必要に応じて）

●例えば、自宅を4,000万円で売却したら・・・

［前提条件］
◎印紙代 10,000円※1
◎媒介報酬 1,260,000円※2
◎登記費用（抵当権抹消）20,000円
◎土地の測量費用 400,000円
◎所得税、住民税 0円
◎住宅ローン残債 2,500万円

〇諸費用の計算
〔印紙代〕〔媒介報酬〕 〔登記費用〕〔測量費用〕
10,000円＋1,260,000円＋20,000円＋400,000円
=1,690,000円
®手取額の計算
〔売買代金〕 〔諸費用〕 〔住宅ローン残債〕
40,000,000円ー (1,690,000円＋25,000,000円）
=13,310,000円

※1 令和4年3月31日までの場合。
※2 媒介報酬は別途消費税がかかります。

売却時の諸費用と販売時期

住まいを売却する時には、税金や宅建業者へ支払う
媒介報酬（仲介手数料）など、様々な費用がかかるも
のです。そして、売買代金からこれらの諸費用を差し
引いた金額が実際の手取額になります。住まいの買
換えを行う場合には、この手取額に預貯金を加えた
額が買換えに向けた自己資金となります。新たに購
入する住まいの資金計画を立てる上で、手取額がい
くらになるのか、おおよその金額は把握しておいた方
がいいでしょう。



「

不動産の特徴を正確に把握する事で

適正な査定価格をご提示します。

［ 売却不動産の事前調査 ］ 
項目

権利関係の調査

法令上の制限に関する調査

直ちに利用可能な設備

マンションの場合
管理状況の調査

→ 
役所

ガス会社
電力会社

管理会社
管理組合

内容

所有権、抵当権汽借地権、地上権、地役権など

建築基準法、都市計画法などに関する調査
（建築確認、道路、都市計画など）

上下水道の前面道路およぴ敷地内配管

ガスの前面道路配管、プロパンガス供給会社
電気事業者

管理形態、管理方法、管理費・修繕積立金の状況、
建物修繕、管理規約、使用細則など
（調査に関しては売主様のこ協力が必要になります。当社が調査するにあたって、
委任状やその他の手続きが必要になることがあります。）

※抵当権が設定されている場合は、借入金の残高を確認させていただきます。

■売却不動産をお調べいたします。

◎土地／形状、高低差、境界標の有無※氏越境の有無など

◎建物／構造築年数、間取り、設備、日照、眺望、使用状況など

※2 …境界の有無確認

対象不動産の範囲や権利確認を把握するため、境界

標の有無を確認します。境界が不明の場合は、お引き

渡しまでに設置する必要があります。

［ 売却不動産の価格査定 J 

■周辺の事例などをお調べいたします。

◎取引事例／近い時期に 取引された不動産の価格

◎売買事例／現在、売出しされている不動産の価格

◎公的価格／地価公示価格、基準地価、路線価

■周辺環境や施設をお調べします

◎交通／最寄り駅への距離、バスの利便性、商業・
教育施設への距離 など

◎環境／街路の整備状況（歩道、街路灯、街路樹 など）、
騒音、振動・臭気の有無、周辺環境に影響を

およぼす施設の有無（危険施設、嫌悪施設、
暴力団事務所 など）

■机上査定 ⑥ ■調査査定

::悶ご:I五::t
;：

などを参考に

転 言二閃9：□芯::
l,
;、

、
査定｝5）

■取引事例比較法 対象居住用不動産店舗（マンションや 一戸建）、土地など

0 事例の収集 ®毒例の絞り込み〉l®売却不動産との比較〉I O査定価格の試算

■原価法

対象不動産の再調達価格を求め、この再調達価格について減価修正を行って価格を求めるものです

■収益還元法 対象賃貸不動産店舗 ・ 事務所など

0 周辺賃貸相場の確五う1 ®年間予想純利益の試五う1 ®回収可能期間の試五っIO査定価格の試算

取引事例比較法、収益還元法に加えて、経済情勢、住宅市場動向、 エ リア特性、

建物保証の有無などを考慮して、最終的な査定価格を試算します。
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「

不動産ご売却にあたり事前に

ご確認いただきたい事項があります。

重要ですので売却前にご確認ください…

： 境界の確認 ］ 
不動産を売買する場合、隣地との境界を確認し明示

することが必要です。境界が不明な状態で売却する

ことはでき ません。

境界 確認には売主様・隣地の方・弊社担当（必要に

よって土地家屋調査土・測量士）の立ち会いが必要

な場合がありますのでご協力お願いします。

：契約不適合責任について］
引渡した目的物が契約に適合しない場合には、 ご

購入者様に下記権利を行使することが出来るよう

になりますのでご注意ください。

売買契約書は目的物の内容を漏れなく伝えておか

ないと後から契約不適合責任を問われる可能性が

あります。

已
〔買主様が請求できる権利〕

●追完請求（補修等）

●代金減額請求

契約時に付帯設備や物件状況

確認書を作成し、それによって

物件の状態を正しく把握し伝え

られるようにしていく対応をお

勧めします。

●契約の解除

●損害賠償請求

昔の建物や増築した場合、登記されていないことが

あります。未登記の場合、残金決済、引渡し前に売主

様で登記を行う必要があります。登記には費用がか

かりますので予めご確認ください。

會―――-―

？．
 

旦
、出滋出；｝屈曰置禎目:HI
登記されている住所と現住所が異なる場合は住所変

更登記などの手続きが必要となりますので担当者に

ご相談下さい。
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媒介契約の種類と特徴

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約

媒介契約について 

不動産を売却される場合には媒介契約の締結が必要になります…

STEP

4 売却方法のご提案①

※定期連絡…実施した販売活動内容や当社HPのアクセス数、買主様からのお問い合わせ状況などを、文書またはメールにてご報告いたします。

複数の宅建業者へ重ねて依頼で
きます。

●複数の宅建業者に依頼できます

特定の宅建業者（1社）のみ仲介
の依頼ができます。なお、依頼
者が自ら取引の相手方を発見し
た場合には直接取引することが
できます（自己発見取引）。

●1社のみ依頼ができます。
●自己発見取引ができます。

特定の宅建業者（1社）のみ依頼
ができます。なお、依頼者は自ら
取引の相手方を発見した場合で
も、宅建業者の媒介を通し契約
しなければなりません。

●1社のみ依頼ができます。
●自己発見取引ができません。

宅建業者
A

宅建業者

依頼者
依頼者

宅建業者

依頼者

宅建業者
B

専属専任

専 任

一 般

○

○

×

３ヶ月

３ヶ月

３ヶ月

1週間に1回以上

2週間に1回以上

登録義務なし※

○

○

×

×

×

○

×

○

○

「指定流通機構」への
登録義務

契約期間 販売状況の報告義務
（定期連絡※）

複数業者との
契約

売主様自ら発見した
相手との取引
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「

近隣相場を把握した上で売出しのタイミングや

売主様のご希望に沿った販売方法をご提案します。

［ 不動産の販売方法について ］ 
近隣の取引事例・売出事例および市況の動向を考慮し、
多彩な販売チャネルの中から、売主様のご要望に沿った最適な販売方法をご提案します。

高額成約のチャンスをつくる

査定価格よりも高い販売価格の
設定期間を設け、 高額 成約の
チャンスをつくるプラン

査定価格よりも高い販売価格で
成約できるチャンスが増える

競合不動産の後押しになってし
まい、成約に時間がかかる可能
性があります。売れ残りの印象が
つくことにより大幅な値下げが
必要になる可能性が・ ・ ・

I 販売価格目安 査定価格の ～110% | 

t 成約予想価格域 適正価格範囲

不動産の売買には

5種類の販売価格が

存在します

売出価格
所有者様（売主様）と弊社（仲介業者）
との話し合いにより決められる価格で
す。相場を反映するのが一 般的 です
が、売主様のご意向により、当初高め
に設定し、価格交渉に応じる方法を採
用する場合もあります。

市場のニーズをしっかり捉えた

ーヌ9温誓’

0:：翌□□昇芦
目指すプラン

● 9999ぷ9□塁畠は、
ス

金額

I販売価格目安 査定価格の ～105% | 

査定額
100% 

"●●●..................... 

売期間 1カ月後 3カ月後

査定価格
所有者様（売主様）の依頼により弊社
が過去の取引事例や実勢価格、公示
価格、路線価格、近隣売出価格を考慮
して算出・提案する価格です。およそ、
1~2カ月程度で売却できる可能性が
高いと思われる価格となります。

買主希望価格
売出価格に対して買主様が購入を希
望される価格です。購入申込書などに
より意思表示がされますが、法的拘束
力はありません。売出価格との価格差
があ る場合、弊社（仲介業者）が交渉
を行います。

早期売却するための

一召翫伝？一

格

て
期
済

約

ぇ
短
経

価売
ぅ

い
め

成

限
高
た

失

期出

最
性
指
し

高

売

を
能
目

匹

も
ャ

で
ン

ヵ
可
を
ゞ

り
チ

後
ラ

労
る
約

乃

ょ
る

前
プ

で
き
成
ス

格
き

額
す

間
で
の
リ

価
で

定
指

期
約
で
動

定
約

査
目

短
成
間
変

査
成

。

．

．

 金額

I販売価格目安 査定価格の ～100% | 

販売期間 1カ阻ー―

売却希望価格
所有者様（売主様）が売却を希望され
る価格です。一般的には査定価格より
高い場合が多いです。

成約価格（＝実勢価格）

売主様と買主様との合意によって売
買契約が成約した価格です。売買契
約書の金額となります。不動産価格の
下落が続いている時期 は売出価格と
成約価格の価格差が大きくなること
もあります。適切な査定調査に近い売
出価格を設定することで、価格差を少
なくする方法もあります。
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「

不動産ご売却にあたり媒介契約時に国交省の定める

「建物状況調査」の希望を確認させていただきます …

［建物状況調査（インスペクション）とは J

既存住宅の基礎・外壁等に生じている劣化・不具合の有無を、
一定の資格を有するプロの検査員が、目視・計測等により査定するものです。

｀こんなにメリットが 9

建築士資格を

持つプロの

検査員

口売却後のトラブルを未然に防ぎます

□ 国で認証した第3者機関の検査なので安心です

口既存住宅瑕疵保証が利用可能になります

口住宅取得時の税制が優遇されます

口分かりやすい報告書をつけて販売します

●建物状況調査の斡旋について

平成30年4月1日より、宅建業者は既存

他の住宅との羞別化で

購入客から

選ばれやすい

住宝になります

住宅を売買するお客様に対して「建物
状況調査」の制度の説明と、希望に応じ
た斡旋を行う必要があります。お客様
は別冊のパンフレット内容をご確認い
ただきご検討ください。

4昼

、

：：
状況調査の

a a 
売主様 買主様

売主様・買主様、
それぞれに対して

説明・斡旋が行われます。
事項説明
査結果の

を買主様

【住宅の売却をご検討される売主様へ】

建物状況調査の制度 説明は、お客様
の住宅購入を検討される方にも実施さ
れますので、検査未実施の場合は、
先々買主様が調査を希望されることが
あります。調査の申し出を承認するか
どうかは、売主様の意思でお選びいた
だけます。

重要事項説明 月—国
売買契約でも E 

説明されます。
貝主様
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エダ住宅では、

建物調査(インスペクション）を
申し込むことも可能です！

具体的に
どこまで検査して
もらえるの？

安心して当店へ
お任せください！！
エダ住宅提携の建築士が
物件をしっかり検査するので
建物のコンディションを把握し、

安心してお取引を
行うことができます。

どうすれば
早く売れるの？

数年前の
リフォームも

評価してくれるの？

A.建物の「今」の状態が分かります。
検査では建物の構造にかかわる部分と、雨漏りにかかわ
る部分について調べます。そうすることで、建物がどの
ような状態か、把握することができます。例えば外壁や
基礎のひび割れや欠損、劣化といった部分や、屋根のひ
び割れ、劣化やはがれといった部分を調べます。

A.売却後のトラブルを避けられます
あらかじめ検査を受けておけば、購入する方に建物の状
態をしっかりお伝えすることができます。そのため、引
き渡し後に「不具合が見つかった」などのトラブルが起
きる可能性を低減させることが出来ます。また、検査結
果を踏まえ瑕疵保険に加入することもできます。
※瑕疵保険の加入要件を満たす必要があります。

A.買主様にアピールできます。
専門の資格取得者が調べますので、建物の良い点も悪い点も
客観的にご報告します。購入を検討されている方からすると
、建物の状態を把握することが出来るだけでなく、リフォー
ム箇所などをはっきりさせることが出来るため予算計画にも
役立てることが出来ます。

A.大丈夫︕売れます︕
「検査をして不具合があったら売れなくならない︖」という
問合せをよく頂きます。エダ住宅では今まで多数の物件につ
いて検査を実施してきました。その結果、検査をした物件は
検査をしていない物件よりも、早く、高く売れる傾向があり
ます。是非検査を受けてみてください。
※物件ごとに差はございます。

建物調査のお申し込みも可能

建物調査についてよくあるご質問

エダ住宅
建物検査
3つの特徴

□ 建物の劣化を検査します
□ 設備機器を検査します
□ シロアリ被害について検査します

✓✓✓

エダ住宅提携の建築士が
プロの診断を実施し、
検査報告書も作成します。

Q.なんで検査をするの？ Q.検査したらいいことあるの？ちゃんと売れる？



不動産ご売却にあたり媒介契約に

付随して必要となる書類をご紹介します …

物件状況確認書、付帯設備表の記入

旦

□

■物件状況確認書とは

売却不動産に関して、売主様が

知

っている事実
（雨漏りやシロアリの害、給排水管の故障、腐蝕、
増改築、近隣との申し合わせ事項、マンション管
理に関する事項など）について、買主様にお伝え
するための書面です。

■付帯設備表とは

売却不動産の設備に関して、その有無や状況に
ついて買主様にお伝えするための書面です。

※上記2種類の書面は買主様だけでなく、購入検討のお客様にも

その内容をお伝えしますので予めご承知おきください。

販売活動の確認

動
に
ご

活
り
の

伝
庫
様

宣
。
主
゜す

を

す

売ヽ

き
ど
ま

望
ま

希
だ
な
し

こ

J
案

ぃ
提

た、’>
 

の様
て
た
こ

し
を

却
法

主
せ

方

売
さ

、
認
売

て
確
に
売

し
て
う
販

っ
つ
よ
た

に
よ
い
じ

法
こ

な
応

I
 
J
 

釦

方
町
れ

売
諾
ら

販
承

知

要

f
 役所などでの調査に関する委任

働L
当社が売却不動産の調査を行うにあたって、売
主様の委任状が必

要

になります。調査をスム ーズ
に行うために、委任状の作成にご協力をお願いし
ます。
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「

響
不動産ご売却にあたりエダ住宅では以下の様な販売活動を
誠意をこめて行わせていただきます。

「早く、高く、確実に売りたい」そんな売主様の想いを実現するために、

大切な資金を最大限に評価してくれる買主様をお探しし、

ご売却完了までしっかりとサポー トします。

#

＃

#

々

9

イ

テ

＃

＃

＃

〔販売状況のご報告〕

ご報告の内容

●宣伝活動

●お問い合わせ状況

●近隣の競合
不動産の動向

●案内状況

●その他

m
〗

〔ご報告の方法〕

．．

 
げ
輝

m〗
虹 6
-

MEMO 
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Tel.0285-22-7888 
お気軽にお問合せください 
 

〒323-0023 
 栃木県小山市中央町 3丁目 3-1 
【営業時間】9:00～19:00 
【定休日】水曜 

 小山市周辺の不動産はお任せください 

株式会社 エダ住宅 
免許番号栃木県知事 (7) 第 3677 号 属団体公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 

様々な販売活動を通じて
お客様の売却を
サポートいたします！
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お客様のご自宅を早期に売却するためには ・ ・ ・

''室内の換気

じスリッパのご用意を

販売活動をスムーズに

するポイントとは

現在、売主様がどのように

お住まいなのか？購入希望者様には

気になるところです。ご自宅を

「いかに魅力ある商品に見せるか」が

重要なポイントです。

-
＇

 

ゼお庭のお手入れ

,'収納も整理整頓

＋ 

ビベットも 一 時的に室外へ

iiimiii 盲.＂,+ 

スタッフが購入希望者様をご案内する際

は、ご自宅を気に入っていただけるよう丁

寧に接客させていただきます。売主様が過

度なアピー ルを行いますと、逆に購入希望

者様は不安になる場合もあります。購入希

望者様から質問があればご説明いただき、

あとはスタッフにお任せください。

ヒトイレ ・ 浴室などのおそうじ
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「

不動産売買契約を結ぶ

売買の条件面で購入希望者と合意ができたら、

いよいよ契約です！売買契約書は、売主様と買主様、

双方の
‘‘

権利と義務
’

'を明記した重要な書類ですから、

十分に内容を理解してから署名・押印をするようにしましょう。

契約内容が変更に！？

そんなときは•••

覚え書きなどの書面を交わそう！

売買契約が成立して か ら、後日契約

内容に変更が生じるような場合、口

約束では「言った、言わない ・・・」の ト

ラブル の元になりますか ら、必ず「覚

書」など、売主・買主 の双方が署名 ・

押印した合意書面を作成しておくよ

うにしましょう。

抵当権の抹消手続きを

打ち合わせ
住宅ロ ーンの借入によって抵当権等
が設定されている場合、 その残債務
を清算して抵当権等を抹消しなけれ
ばなりません。そのため、残代金の受
領日（決済日）が確定した ら、融資を
受けている金融機関へ連絡をして 、
住宅ロ ーン残債務等の確認をしてお
きましょう。なお、抵当権を設定して
いる金融機関が決済・引渡し の場所
ヘ抹消に必要な書類ー 式を持参す
るのが一般的な手続きとなります。

残代金受領の日までに
引越を！
残代金の受領と物件の引き渡しは同
時に行われます。そのため、決済日までに引渡し（退去）を済ませておかなけれ
ばなりません。また、ガス水道電気について はそれぞれの管轄 の事業者に連絡して料金の清算をしておきます。マン
ションの場合は管理組合の脱会手続きなどがありますので、早めに必要な

書類を揃えておきましょう。

所有権移転などの

登記手続きは ・・・

司法書士にお願いします。

残金決済と同時に行われるのが売主

か 買主への所有権移転登記 や、抵当

権等の抹消登記などです。これらの登

記申請は、司法書士が必要書類ー式

を預かり、代理人として法務局へ提出

します。

権利証が見つからない！ ？そんなときは…

所有権を買主へ 移転するための登
記申請 には、登記済証（権利証）ま
たは登記 識別情報通知書が必要で
す。万一、紛失等して しまっている場
合には、いずれも再発行 ができませ
ん。新たに以下のいずれか の手続き
をしなければなりません。

●資格者による本人確認制度

所有権移転 の登記申請を行う前に、
司法書士などの専門家によって売主
が本人である ことの確認をする手続
きをし 、登記官 が それを認めれば、
登記 の手続きが行われます。

※「事前通知制度」は決済後に登記申請が却下される可能性が否定できないため、

取引の安全を考慮すると「資格者による本人確認制度」を利用するのが一 般的です。

自宅を売って譲渡益が出た
そんなときは…
特例を使って税負担を軽減する。
自宅 を売却して譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がか かります が、一定の要件を満たせば「3,000万円の 特別控除」や「軽減税率」といった税制面での 優

遇措置を受けることができます。

買主がロ ーン解除された！
そんなときは…

手付金を買主に返還します。

買主 の 利用する住宅ロ ー ンが審査
で否認されたときや、審査結果を得
られないま ま指定 の契約解除期日
が経過した ことか ら契約が解除され

た場合、売主は買主へ受領済み の手
付金を返還しなければなりません。
そのため、ロ ーン特約条項がある場
合、契約時 に受け取った手付金は、
あくまでも ‘‘ 預かり金 ’'であるといっ
た認識を持っておきましょう。

●事前通知制度

売主 が権利証等を提供しないで登
記 の申請 を行った場合、申請内容に
間違いがないかどう力＼登記官によっ
て 本人 の住所宛に「本人限定受け取
り郵便」を送付する こ とで確認がな
されます。間違いがなければ2週間
以内に登記官へ所定 の書類を返信
する こ とで確認手続きが完了します
が、 万ー 、期間内に返信されない場
合、登記の申請は却下されます。
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□ 登記関係書類
 （登記済権利証または登記識別情報通知）

□ 銀行届出印
□ 実印
□ 買主様に引継ぐ書類
 （建築・分譲時のパンフレット、設備の取扱い
　 証明書・保証書、管理規約、建築確認通知書、
　 境界確認書、測量図　など
□ 媒介報酬の半金

□ 本人確認書類
 （運転免許証などご本人と確認できるもの）

□ 鍵
□ 住民票
□ 印鑑証明書（3カ月以内に取得したもの）
□ 登記費用（抵当権抹消登記などがある場合）
□ 通帳（口座が確認できるもの）
□ その他

□ 物件状況確認書の記載内容
 （雨漏りやシロアリの有無、

　  マンション管理に関する事柄等）
□ 付帯設備表の記載内容
 （設備の有無、故障・不具合の有無を確認）

□ 隣地との境界の確認（土地・一戸建）

買主様より受領するお金の金額、
振込先（支払い先）を事前に確認します。

売主様の責務として、売買契約時の「物件状況確認
書」「付帯設備表」に記載の通りの状態で、買主様に
引き渡さなければなりません。また、売主様には「境
界標の明示義務」があります（マンション等区分所有
建築の取引を除く）。その最終確認のために、決済前
に現地にて引渡し前確認を買主様立会いのもと行
います。万一相違がある場合、営業担当者まですみや
かにご連絡ください。

決済、引き渡しに関する
様々な手続きをご案内いたします…

STEP

10 最終決済および引き渡しについて

決済の準備 営業担当者よりご決済の当日に
必要な書類などをご決済当日の
2～3週間前を目安に書面でご案内します。

売却不動産の最終確認（引渡前確認）

買主様より最終代金を受領して、不動産登記上の所有移転登記を行います。

建物であれば鍵の受け渡しをするなど、売買契約書で取り決めした内容で、
不動産の実際の使用権を売主様から買主様にお渡しします。

毎年1月1日時点の所有者に納税義務があるため、市町村への1年分の納税は
売主様が行いますが、お引き渡し日以降の分は年額を契約書に定めた日を起算日として
日割精算し、買主様から売主様にお支払いします。

決済の準備と引き渡し前最終確認

決  済

引 渡 し

固定資産税
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買換えには一 般的に「先行売却」と「先行購入」の

2種類があります。

売
却
の
流
れ

購
入
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購入不動産が決まらな
い場合や引渡し日が合
わない場合、 仮住まい
が必要になります。

売
買
代
金
の
受
領

（
既
存
住
宅
ロ
ー

ン
の

返
済）

不
動
産
の
引
渡
し

饉9
購入の決済までに

売
却

が完了していない場
合 、 またはタイミング
が合わない場合、 二重
の住宅ロ ーン支払いが
必要になります。

メリット・デメリットの検討

売却による資金が確定するため、
安全なお買換えをすすめられます。 希望の新居をじっ〈り探すことができます

引渡しまでに希望の不動産が
見つからない（あるいは入居でぎない）
場合、仮住まいが必要になります。

既存の住宅□ ーンがある場合、購入できない、または
新規住宅□ ーンと併せて二重の支払いとなる場合があります。
市場の変動などにより、当初想定の価格で売却できなかった場合、
資金計画の修正を余儀な〈されます。
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不動産の売却に関わる税金は、「納付期限」「納付方法」によって

異なります。また、居住用不動産の場合は一定の条件を

満たすことによって税額が軽減される事があります。

: 売却時にかかる税金（譲渡税） 】

所得税

住民税

不動産の売却による譲渡益に対して課せられ

る国税。マイホ ー ムで、一定基準を満たすこと

で3,000万円の特別控除等の特例が受けられ

ます。

不動産の売却による譲渡益に対して課せられ

る地方税。マイホ ー ムで、一定基準を満たすこ

とで3,000万円の特別控除等の特例が受けら

れます。

所得税は譲渡の翌年3月15日までに確定申告が必要

です。また、税金は3月15日までに納付書によって銀行

か郵便局で支払います。またはWeb上で支払う事が出

来ます。

住民税は翌年6月8月10月翌々年1月と

4回に分けて納税します。

［ 売却損が出た場合戻ってくる税金 ］ 

所得税

住民税

（譲渡損失の損益
通算繰越控除）

MEMO 

「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の

損益通算・繰越控除」または「特定居住用財産

の譲渡損失の損益通算・繰越控除」の要件を

満たすと譲渡及び翌3年を限度として損失額

を他の所得と通算することができます。

売却の翌年3月15日までに確定申告すれば..

●給与所得者、年金受給者等、所得から源泉徴収され

ている方については税金の還付が受けられます。

●その他の方については、納付する税金が少なくて済

みます。なお、左記の譲渡損失繰越控除を受ける際は、

控除を受ける年ごとに確定申告が必要となります。
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不動産の売却に際しては、

計画的なスケジュ ールを立てて行います。

物件の調査、査定から始まり契約～引き渡し、確定申告まで

売主様、買主様が足並みを揃える事が成功のカギとなります…

〔売却スケジュ ー ル表〕

業 務 内 容
---

／ 1 情報収集／物件調査 ゜ ゜

／ 2 査定調査／販売計画の提案 ゜ ゜

／ 3 媒介契約締結 ゜ ゜

／ 4 販売開始（販売計画の実施） ゜

／ 5 活動報告 ゜ ゜

／ 6 現地案内 ゜ ゜

／ 7 購入申込（買付証明証） 〇相談 ゜

／ 8 売買承諾（売渡承諾書） ゜ 〇相談

／ ， 売買契約 ・ 手付金受領 ゜ 〇立合 ゜

／ 10 引渡し ・ （抵当権抹消）準備 ゜ 〇相談

／ 11 残金決済・（抵当権抹消） ゜ 〇立合 ゜

／ 12 物件引渡 ・ 所有権移転 ゜ 〇立合 ゜

／ 13 確定申告（翌年の2/16~3/15) ゜ 〇相談

――
 

MEMO 
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不動産の売却に際して、さまざまな疑問や

不安がおありかと思います。

ここによくある質問項目をQ&A形式で

まとめましたので参照ください…

Q
．

借入金額が多く 、売却代金
では残債が。そんな場合は

売却出来ないのでしょうか？

A. 通常借入金全額を支払わな
いと抵当権を抹消しません。

弊社ではその場合の売却のアド
バイスも行っていますのでお気軽
にご相談ください。

Q 差し押さえされたのですが、

・売却する事は出来ますか？

A. 可能です。ただし 早めに手続

きをしなけ ればなりません。

競売開始決定後になると手続き

が難し くなる場合があります。ま

ずは早めにご相談ください。

Q
．

売却に あたり広告料はかか

るのですか？

A
．

弊社では特別の要望や指定

のない限り 、広告料や販売

活動費用は一切必要ありません。

Q 離婚しました。お互いが連帯

・保証人の場合、売却する事

は出来ますか？

A.:婦二人で家を購入する場

ロ、夫が借り入れをして妻が

連帯保証人としてロ ー ンを借り入

れるケ ースがあります。離婚した

場合、相手方が戸籍を抜いて も連

帯債務・連帯保証は消えません。

その後、再婚者と家を購入しよう

としたときロ ー ンが利用できない

場合があります。離婚した場合は

連帯債務・連帯保証の関係も整

理しておく必要があります。詳細

は弊社にご相談ください。

Q
．

家を売却した資金で新築した

いと思うのですが完成するま

で今の家に住んでいられますか？

A. 一 般的に中古住宅の売買の

引き渡し時期は契約から1

~2カ月です。しかし 、住み替えの

場合は新居が完成するまで半年

以上かかるケ ースがあります。そ

の場合は、最初に不動産業者 に

依頼する時点でお伝えください。

弊社では取引条件を整備して納

得いただける購入希望者を募集さ

せていただきます。

権利証を紛失してしまったの

Q. ですが· •・・

A 権利証は紛失しても売却は

・可能です。権利証は再発行

出来ませんので保証書を作成し

て行われます。作成には多少お時

間を頂戴しますので紛失した際は

早めにお知らせください。
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MEMO
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売却はわたくしたちに

お任せください

https://www.e-eda.co.jp
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